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議案第３３号 普通公園（東郷地域）の指定管理者の指定について 

【建設部 建設整備課】 

 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

施設名：普通公園（東郷地域） 

⑴設置条例 薩摩川内市普通公園条例 

⑵設置目的 地域住民の憩いの場 

⑶施設の事業内容  － 

⑷現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 普通公園の維持管理に関する業務 

⑵ 普通公園の運営に関する業務 

⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴名称 斧渕地区コミュニティ協議会 

⑵所在地 薩摩川内市東郷町斧渕６１８－４ 

⑶代表者名 会長  諏訪 六雄 

⑷設立年月日 平成１７年４月１日 

⑸基本財産  － 

⑹職員数 １１人（令和元年９月現在） 

⑺ 事業概要 

ア 斧渕地区の総合的施策に関する事項 

イ 市の行政施策に対する支援・協力・要望に関する事項 

ウ 斧渕地区内諸団体の事業活動に関する事項 

エ 地域情報化に関する事項 

オ 斧渕地区の地域づくりとなるイベント等の施策に関する事項 

カ 斧渕地区の伝統行事や伝統芸能の保存継承に関する事項 

キ その他目的達成に必要な事項 
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４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴基本方針 

 地域の自然環境に配する公園としての役割を十分認識し、市民に開

かれた市民のための癒しの広場として、また子供たちの感性溢れる運

動広場として異世代交流を深め、地区の人材や資源を生かした次世代

への育成に繋げる広場として大切に維持管理に努める。 

⑵管理計画 

公園内巡視及びごみ拾い 

・毎週２回～３回巡視し、公園が安全に快適に利用されているかチェ

ックし、ごみ等不純物を撤去し、環境美化のものとで適正な管理運

営を行う。 

電気・機械等保全業務、遊具ベンチの安全点検 

・毎週１回安全点検を行い保全に努め、故障時は即修理する。電気関

係については、専門業者に見てもらい是正する。 

・遊具点検は、目視と叩き、また、動かしてみて不具合を発見即是正

する。使用上危険と思われるものについては、市に報告指示をあお

ぐ。 

トイレ清掃 

・週２回トイレ清掃を行い、便器・手洗い器・床・壁・鏡等、適切に

清掃行い、清潔保持する。 

・水道の保守点検も同時に行い、修理を必要とする際、軽微な修理に

ついては、管理者で行い、相応の修理を要する件については、市に

報告指示をあおぐ。 

・トイレットペーパーなど消耗品の補充を行う。 

・側溝等排水設備が詰まった場合、これを除去し排水がスムーズに流

れるよう処置する。 

浄化槽管理 

・清掃管理業者に年間委託契約をする。委託業者による法令保守点検

の実施をしっかり確認し衛生管理に努める。 

公園草取り（草刈） 

・草取り草刈は年７回実施する。地区コミを中心に、近隣自治会に癒

しと健康促進を兼ねて一部草取り作業を依頼する。 

立ち木の剪定 

・年１回以上、不定期に実施。倒木、枝倒れの事故防止、また、景観

上の保全からも随時適切に剪定を行う。 

芝生の管理 

・芝生の剥離個所は砂をまいて養生する。剥離が広範な場合、一定期

間区切って使用を控える。案内板を設置し理解を求める。 

犬猫等の糞処理 

・見回りによる糞除去を行い砂の天地作業を施す。場合によっては消

毒する。消毒にあたっては細心の注意を払い、人体に影響の無いも

のを施す。 

緊急時の対応 

・第１発見者から通報を受けたものは、直ちに緊急発生時の状況を確

認、まず被害者の救済・保護などの応急措置を講じ、判断に基づき、

救急消防・又は警察に連絡、その後、総括管理に報告、総括管理は

直ちに市東郷支所（又は建設整備課）に報告し指示を仰ぐ。電話連

絡後書面にて報告する。事故現場の保存につとめる。また、利用者

のプライベートによる些細な事故でも報告する。 
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⑶運営計画 

ニーズの把握と業務への反映方法、トラブル防止、苦情等への対応方

法 

・公園に利用者が使用するにあたって何を求めているかを把握するた

め、アンケートを求め、広く市民の情報を得るべく地域の声に耳を

傾け、実行可能なものについては即実行し利用者ニーズに応える体

制で、市民の声を管理面に反映する。小さなトラブルも未然に防止

し、利用者ならびに市民の苦情に対しては、真摯に対応し、公平公

正の立場に立って市民サービスに努めているかを改めて自覚し、市

民目線と管理者目線との不一致をなくしてゆくことが苦情処理の

第 1歩と認識している。 

利用者の安全対策 

・見回り保守点検を徹底して行い、市民のための公園が安心して楽し

く過ごせる公園であることを念じ管理運営に努める。 

利用促進、利用者増の目標を達成させるための計画、広報活動 

・子ども育成会による綱引き相撲大会等の催し、高齢者サロンと連携

し、レクリエーションなど、癒しと健康に配慮した公園の利用促進

につなげる。子供の感性溢れる遊び場，高齢者の癒しの広場として

市民憩いの空間づくりを PRする。 

個人情報の保護や情報の公開についての考え方、取組み 

・個人情報の重要性を繰り返し説明し、またその任を辞した後でも個

人情報を漏らすことのなきよう守秘義務を課す。 

・市民に対しては公園管理に関する情報はいつでも公開する。ただし

情報公開が公平公正を脅かすものであってはならない。個人情報に

あっては絶対公開しない。 

サービス向上が図られる事業等の企画提案 

・５つの公園を散策し、自然と親しみつつ、地域内でのコミュニケー

ションを形成し、癒しと健康の公園巡のサークル活動 

・子供たちに夢を与え情緒豊かな人間形成に向けて、キャンプ場とし

ての開放 

・子育てママ友達が集いできる憩いの場、幼児から高齢者まで異世代

交流に繋がる地域興しを、公園管理をとおして企画推進する。 

⑷組織体制 斧渕地区コミュニティ協議会組織図に則る 

⑸支出計画 

 

項  目 
金額（千円） 

令和２年度 

支 出 

人件費 ２６３ 

光熱水費 ６５ 

修繕費 ３０ 

管理費 １５６ 

委託費 ３０３ 

公租公課 ０ 

雑費 １０ 

合計 ８２７ 
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５ 選定経過の概要 

⑴選定委員会開催日 令和元年１０月１８日（金） 

⑵選定委員 
建設部長、建設整備課長、財産活用推進課長、地元代表者等（３名） 

計６名 

⑶応募団体数 
ア①民間事業者   ②ＮＰＯ法人   ③出資法人   ④その他 １ 

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷選定の理由 

薩摩川内市普通公園（東郷地域）指定管理候補者選定委員会の審査

において、施設の維持管理を行う上で必要な知識・人員等を有してお

り、指定管理候補者として適当であると判断されたため、選定した。 

⑸採点結果表 

別紙のとおり。 

 



別紙 
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採点結果表 

 

 審査項目 配点 斧渕地区コミュニティ協議会 

１ 事業計画書による施設の運営が、市民の安全と平等利用の確保を図るものであるか。 

 
利用者の安全対策及び緊急な事故等を想定した
マニュアルを定めており、適切な対応がなされ
ているか。 

６０ ４７ 

 
公平、公正性が確保され、利用者、関係者等の
意見等により特定の団体等を優遇する可能性は
ないか。 

２ 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られるか。 

 
施設の効用が最大限発揮された計画となってい
るか。 

１２０ ８８ 

 
利用等に関係する者のニーズの把握及び実現策
は適切か。 

３ 施設の管理経費の縮減が図られているか。 

 
経費の縮減は図られているか、内容は適切か、
また、縮減の見込みはあるか。 

１８０ １２２ 

 
市が示した「管理運営経費基準額（年額）」を
クリアしているか。 

４ 事業計画に沿った管理・運営を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

 経営状況は良好であるか。 

１８０ １３９ 

 
管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を
持っているか。 

 
施設の管理及び維持・補修等の計画や方針は適
切か。 

 
安定した運営を行うため、職員の採用、確保、
指導・研修体制はとられているか。 

５ その他市長が定める必要な事項。 

 
同種又は類似施設の管理運営の実績、地域活動
参加等社会貢献活動の実績はあるか。 

６０ ４４ 

合 計 ６００ ４４０ 


